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◆◇◆　ドライバーの心得 　◆◇◆

ドライバーは、道路や交通の状況を確実に認知し、正確に判断したり、

適切な操作を行うことが求められます。さらに、ハンドルを握る以上、

ドライバーとしての心得を、常に守る必要があります。

キムラユニティーが提供する
「セーフティ・メッセージ」より
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ドライバーとしての心得を守って、安全運転をお願いします。

相手の立場になり、「譲り合い」と「思いやり」の気持ちを忘れず、

心に余裕のある運転を心掛けましょう。

被害者はもちろんのこと、自分の大切な家族や友人、職場の仲間などを

悲しませることがないよう、ドライバーの心得を必ず守ってください。

過労、病気、飲酒時などは運転してはいけません。

しかし、中には、「警察に見つからなければ」

「交通事故を起こさなければ大丈夫」と

危険な運転に及ぶドライバーもいます。

まず、体調を整えて運転してください。


